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高松市総合都市交通計画改定（案）

H31.3.1（金）～3.22（金） パブリックコメント閲覧資料

高松市 市民政策局 コンパクト・エコシティ推進部 交通政策課
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１ 総合都市交通計画の位置付け

第６次高松市総合計画（2016－2023）
活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高松

計画の整合・連携を図り、
コンパクトで持続可能なまちづくりを実現

目標

コンパクトで魅力ある都市空間の形成政策１

快適で人にやさしい都市交通の形成政策２

拠点性を発揮できる都市機能の充実政策３

 都市計画マスタープラン（H29.8改定）

 多核連携型CE推進計画（H30.4改定）

 立地適正化計画（H30.3策定）

 総合都市交通計画（H22.11策定）

多核連携型コンパクト・エコシティの推進



年度 ～H27 H28 H29 H30 H31～

国の動き

上位関連
計画

市全域

H27.3 H28.3

バス路線再編実施計画（全域）

フィーダー化を推進する補助スキーム検討
鉄道-バスの一体的な運賃体系の導入検討
乗り換え抵抗を抑える施策の検討

等
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H25.9

H26.3 電車・バス乗継割引拡大、H26.10 高齢者公共交通運賃半額制度

公共交通利用促進事業

高
松
市
地
域
公
共
交
通
再
編
実
施
計
画
策
定

再
編
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ー
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大
臣
認
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２ 総合都市交通計画の改定の背景
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H22.11

新駅開業
（太田～仏生山）

新駅開業
（三条～太田）

国土のグランドデザイン2050 公表（Ｈ26.7.4）

ことでん新駅整備全体構想
ことでん新駅（三条～太田駅
間）基本構想（Ｈ27.3）

新駅（三条～太田駅
間）基本計画策定
（H28.3）

新駅（太田～仏生山
駅間）基本計画策定
（H29.3）

改正都市再生特別措置法 施行 （H26.8.1）
改正地域公共交通活性化再生法 施行 （H26.11.20）

H31.3
予定

高
松
市
地
域
公
共
交
通
再
編
実
施
計
画
策
定

H31.3
予定

総
合
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通
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画
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定

総
合
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市
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通
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画
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定

第６次総合計画策定
（H28.3）

都市計画MP改定
（H29.8） 立地適正化計画策定（H30.3）

多核連携型CE推進計画改定（H30.4）

：上位計画

：関連計画



1） 中心市街地の人口減少と

低密度化

2） 高齢化の進行と移動困難な

交通弱者の増加

3） 自動車交通への過度な依存

4） 自動車利用に比べ、利便性が

劣る公共交通サービス

5） 中心市街地に不足する回遊性

6） 公共交通不便地域の存在

7） 未熟な自転車利用環境

8） 二酸化炭素排出量の増加

9） 都市間交通の衰退

３ 改定前の総合都市交通計画に関する総括

現況の公共交通が抱える問題点

上位計画における高松市の

目指すまちづくりの方向性

目指すべき交通体系の在り方

関連計画における高松市の

目指すまちづくりの方向性

人
と
環
境
に
や
さ
し
く

快
適
で
利
用
し
や
す
い

公
共
交
通
体
系
の
構
築

基本
理念

① 前計画の概要 施策の方針を踏まえた、２４の具体的施策を実施

基本方針

1. だれもが利用しやすく安全・安心
な公共交通体系の構築

2. 環境負荷の小さい公共交通体系
の構築

3. 自動車からの転換を促す円滑で
快適な公共交通体系の構築

4. 都心へのアクセスとまちなかの
回遊性を支える公共交通体系の
構築

施策の方針
○具体的施策

1） バリアフリーな交通環境の整備
①公共交通のバリアフリー

2） 交通不便地域への対応
②交通弱者の移動手段確保

3） 安全な交通環境の形成
③交通安全教育の実施

4） 市民・企業への環境行動啓発
④ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実践、広報・啓発活動

5） 公共交通への転換促進
⑤ﾊﾟｰｸ&ﾗｲﾄﾞ駐車場の整備
⑥ﾊﾟｰｸ&ﾊﾞｽﾗｲﾄﾞ駐車場の整備
⑦ｻｲｸﾙ&ﾗｲﾄﾞ駐輪場の整備
⑧ｻｲｸﾙ&ﾊﾞｽﾗｲﾄﾞ駐輪場の整備

6） 道路走行環境の向上
⑨道路走行空間の再編と計画道路の整備

7） 自動車利用の抑制・規制
⑩駐車場の料金対策
⑪都心地域及び都心地域周辺部への自動車流入規制

8） 公共交通の利便性向上
⑫鉄道新駅の設置
⑬新交通システムの導入
⑭交通結節拠点の整備
⑮バスレーンの整備
⑯バス利用のサービス向上
⑰IruCaカードの利用の拡大
⑱利便性の高い情報の提供
⑲鉄道、バスの乗り継ぎの円滑化
⑳バス路線の再編
㉑航路・空路の活性化

9） 中心市街地での回遊性の向上
㉒都心地域内の循環バスの導入
㉓ﾚﾝﾀｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ、駐輪場施設の増強
㉔自転車ﾈｯﾄﾜｰｸの整備と連携利用促進

【施策の骨子】
‐軸・拠点・ゾーンの連携した交通体系の構築‐

軸 公共交通軸（鉄道軸、基幹バス
軸）の強化

拠
点

主要ターミナル、交通結節点の
整備と強化

ゾ
ー
ン

都心地域交通の再構築

都心地域周辺部交通の再構築

郊外部交通の再構築

4



5

３ 改定前の総合都市交通計画に関する総括

② 取組の実施状況【主な取組成果】

施策の方針
○具体的施策

1） バリアフリーな交通環境の整備

①公共交通のバリアフリー

 駅舎バリアフリー化：仏生山駅

（多機能トイレ・西口改札整備）

 仏生山川島線の運行開始2） 交通不便地域への対応

②交通弱者の移動手段確保

4） 市民・企業への環境行動啓発

④ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実践、広報・啓発活動

 モビリティ・マネジメントの強化・推進

8） 公共交通の利便性向上

⑫鉄道新駅の設置

⑭交通結節拠点の整備

⑯バス利用のサービス向上

⑰IruCaカードの利用の拡大

⑱利便性の高い情報の提供

⑲鉄道、バスの乗り継ぎの円滑化

⑳バス路線の再編

 ことでん新駅（三条～太田駅間）整備着手

 ことでん新駅（太田～仏生山駅間）事業化

に向け準備

 JR端岡駅周辺整備検討

 電車⇔バス乗継割引拡大制度の継続

 高齢者運賃半額制度の継続

 10カード片利用システム導入（鉄道・バス）

9） 中心市街地での回遊性の向上

㉒都心地域内の循環バスの導入

 まちなかループバスの継続運行
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３ 改定前の総合都市交通計画に関する総括

③短期目標年次における設定した目標値の現況

目標 目標指数 計画策定時
短期目標値
（～H27年）

現時点
（H30年度）

中長期目標値
（～H40年）

公共交通の
利便性向上

公共交通機関利用者数 57,818人/日
（H19.4時点）

62,500人/日 63,857/日
（H30.3時点）

67,000人/日

公共交通へ
の転換促進

P&R駐車台数 1,000台
（H19.4時点）

1,700台 2,229台
（H31.2時点）

1,900台

自動車への
依存度

代表交通手段構成比
（アンケート調査）

53.4%
（H21.2時点）

49% 74.4% ※

（H31.2時点）
40%

自転車走行
空間の整備

整備延長 10km
（H22.3時点）

27km 16.3km
（H30.3時点）

※WEBアンケート結果（H31.2実施／サンプル700票）
WEBアンケートは10代及び高齢者モニターが少なく、徒歩・自転車・公共交通を比較的高頻度で利用する層の
移動の把握が困難なことから、自動車分担率が高い結果となる。
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４ 総合都市交通計画の改定のポイント

「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えの下、鉄道を基軸とした

バス路線の再編により、持続可能な公共交通ネットワークを再構築し、

集約されたまちを公共交通で繋ぐものである。

持続可能な公共交通ネットワークの再構築の考え方が進む

交通結節拠点

 既存ストックを活用

 鉄道を基軸としたバス路線の再編を行え、

まちづくりに寄与するものとなるよう検討・

整備する。

バス路線再編

 既存路線のスクラップと新規路線のビルド

を、パッケージにより一体的に行う。

サービス水準

 再編により発生する、鉄道とバスとの

乗継ぎを促進するため運賃や時間的

抵抗を軽減し、再編後においても、

サービス水準を維持する。
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４ 総合都市交通計画の改定のポイント

SDGｓ（持続可能な開発目標）

2016年から2030年までの国際目標
 持続可能な世界を実現するための17のゴール・

169のターゲットで構成
 地球上の誰一人として取り残さないことを誓う

目標11「持続可能な都市」
 女性・子ども・障害者・高齢者等を含むすべての
人々に安全で持続可能かつ容易に利用できる
輸送システムやアクセスを提供

MaaS（Mobility as a Service）

多様な移動手段をワンストップで手配
（経路検索・予約・決済）

出典）H29.11.16 中核都市における新・交通システム研究会
Society5.0に向けた都市と交通のコ・デザイン～経済・環境効率から社会効率の追求へ～
大阪大学大学院 工学研究科 地球総合工学専攻 土井健司 を参考に作成

家 目的地カーシェア
小型モビリティ

電車・バス レンタカー・
タクシー
ライドシェア

シェアサイクル

モビリティに関する国の方針

未来投資戦略2018 －「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革－
経済財政運営と改革の基本方針2018 ～少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現～

 次世代モビリティ・システムの構築
 無人自動運転による移動サービスの実現
 まちづくりと公共交通の連携、新技術・官民データの活用の加速

 まちづくりと公共交通・ICT活用等の連携によるスマートシティ
 「コンパクト・プラス・ネットワーク」加速

公共交通分野におけるオープンデータ推進

経路検索等の充実により利用者利便の向上
 2020年東京オリ・パラ大会期間中における円滑な輸送への寄与

出典）国土交通省 中山間地域における道の駅等を拠点とした
自動運転サービス 平成29年度実証実験計画書（案）より抜粋



仏生山駅

高松駅
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５ 社会情勢等の変化による新たな問題点の整理

人口動態 交流人口

① 都市の概況

出典）国勢調査（H27/H22）

高松駅

瓦町駅

 香川県への観光入込客数は増加傾向
 特に外国人の増加が著しい

9

【外
国
人
宿
泊
者
数
】

【県
外
観
光
客
入
込
数
】

出典）宿泊旅行統計調査

出典）香川県観光動態調査結果
運転手不足

出典）香川県警察統計資料

 免許保有者数は減少傾向
 60代以上の保有者が６割を超える

8,652 8,468 8,308 8,189 8,025 7,869 7,712 7,511 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

県内第二種大型自動車運転免許保有者数

80以上

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

(人)

 郊外部の人口減少

 都心部・鉄道沿線地域に
おいて人口集積の傾向
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５ 社会情勢等の変化による新たな問題点の整理

公共交通利用と満足度

② 公共交通に対する満足度

 公共交通利用者数は増加傾向
 一方で、満足度は近年低下傾向

出典）高松市

18,683 18,590 19,031 18,905 19,090 19,572 19,693 

28,432 29,358 30,200 30,102 31,541 
32,999 33,691 

8,655 9,114 
9,404 9,831 

10,033 
10,416 10,473 
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】

市
内
公
共
交
通
利
用
者
数
（
利
用
者
＝

1
日
の
乗
降
者
数

/2
）

JR ことでん ことでんバス 満足度 不満度

（人） （％）
推測

 高齢者の交通事故が社会問題化・社会情勢

の変化

 公共交通を利用しなかった人が利用を意識

⇒ 車と同じように使えない

不明な点が多いため、
アンケートを実施

公共交通の利用 高 満足度 低



５ 社会情勢等の変化による新たな問題点の整理

目的別交通手段分担率

利用頻度別サービスに対する満足度

公共交通の利用頻度

利用頻度別施策に対する満足度

② 公共交通に対する満足度（アンケート結果）

 全ての利用目的で自動車分担率が高い
 買い物での公共交通利用はほとんどない

調査日 H31.2
形 式 WEBアンケート（700票）

 月1回以上利用者は、鉄道 30％程度、バス 15％程度
 公共交通を利用しない人が半数以上を占める

 月に複数回利用している人ほど、満足度が高い
 所要時間に関しては、６割以上が満足している

11

 月に複数回利用している人の約５割が満足している
 利用頻度が低いほど、不満の割合が高い

月1回以上利用者

鉄道 バス 100％0％100％0％
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５ 社会情勢等の変化による新たな問題点の整理

③ まとめ

郊外部での人口減少
 長距離バス路線の赤字の継続が見込まれる

都心部・鉄道沿線地域において人口集積
 ネットワークによる人流コントロールの可能性

バスの運転手不足
 高齢ドライバーの高い比率

インバウンドの増加
 米紙ニューヨーク・タイムズ「2019年に行くべき52カ所」

７位に「瀬戸内の島々」が選出されたことにより、

インバウンドの増加が見込まれる

出典）ニューヨーク・タイムズ「2019年に行くべき52カ所
（52 places to go in 2019）」



５ 社会情勢等の変化による新たな問題点の整理

④ 計画で着目すべき問題点

前計画策定時から残存する問題点

1）高齢化の進行と移動困難な

交通弱者の増加

 公共交通網が脆弱な、郊外部での高齢化が進行

 交通弱者に対する移動手段が確保されていない

2）自動車交通への過度な依存  自動車交通に過度に依存し、公共交通の利用割合が低い

 都心地域へ指向する自動車交通流動が多い

3）自動車利用に比べ、利便性

が劣る公共交通サービス

 運行頻度の不足、乗り継ぎの利便性、駅・バス停への低アクセス性

4）中心市街地に不足する回遊性  回遊性を支える公共交通が未熟で、利便性が低い

 バスの運行ルートの見直しが必要、バス不便地域の是正が必要である。

5）公共交通不便地域の存在  都心地域では、バスの運行ルートに偏りがみられる

 市街地周辺部に公共交通サービス脆弱地域がある

 郊外部に公共交通不便地域が点在している

6）未熟な自転車利用環境  需要に即した自転車利用環境が整備されていない

社会情勢を踏まえて新たに考慮すべき問題点

1） バス路線サービスの持続的提供  赤字が永続するバス路線の存在

 バスの運転手不足等、利用者ニーズに対応できない基盤

2） 県外客が使いづらい公共交通  インバウンド観光客が増加するなか、公共交通利用にあたり、高松駅周辺等公共交通結節拠点で迷いが発生

 県外観光客は大半が自動車を利用

現況の公共交通が抱える問題点

改善されつつある問題点

1）中心市街地の人口減少と

低密度化

 都心回帰が進行しており、都心部・鉄道沿線地域において人口集積が進行

 一方で、香大工学部周辺などの郊外部における人口増加も進行

2）二酸化炭素排出量の増加  CO2排出量の増加傾向はマイナスに転じたものの、依然として平成2年と比較して多い 13



６ 改定点（基本理念、基本方針、施策の骨子・方針）

いつまでも 人と環境にやさしく
快適で利用しやすい 公共交通体系の構築

14

基本方針

1. 少子高齢化が進行するなかでも
持続力の高い公共交通網体系の
再構築

2. だれもが利用しやすく安全・安心
な公共交通体系の構築

3. 環境負荷の小さい公共交通体系
の構築

4. 自動車からの転換を促す円滑で
快適な公共交通体系の構築

5. 都心へのアクセスと まちなかの
回遊性を支える公共交通体系の
構築

施策の方針

1） 公共交通網の再編
～鉄道を基軸、バスをフィーダー
とする路線網に再編～

2） 公共交通の利便性向上

3） 交通不便地域への対応

4） 公共交通への転換促進

5） 市民・企業への環境行動啓発

6） バリアフリーな交通環境の整備

7） 自動車利用の抑制

8） 道路走行環境の向上

9） 安全な交通環境の形成

10） 中心市街地での回遊性の向上

11） 周遊観光の拡大

【施策の骨子】
‐軸・拠点・ゾーンの連携した交通体系の構築‐

軸 公共交通軸（鉄道軸、基幹
バス軸）の強化

拠
点

主要ターミナル、交通結節点の
整備と強化

ゾ
ー
ン

都心地域交通の再構築

都心地域周辺部交通の
再構築

郊外部交通の再構築

改定後人と環境にやさしく
快適で利用しやすい 公共交通体系の構築

改定前

基本方針

1. だれもが利用しやすく安全・安心
な公共交通体系の構築

2. 環境負荷の小さい公共交通体系
の構築

3. 自動車からの転換を促す円滑で
快適な公共交通体系の構築

4. 都心へのアクセスと まちなかの

回遊性を支える公共交通体系の
構築

【施策の骨子】
‐軸・拠点・ゾーンの連携した交通体系の構築‐

軸 公共交通軸（鉄道軸、基幹
バス軸）の強化

拠
点

主要ターミナル、交通結節点の
整備と強化

ゾ
ー
ン

都心地域交通の再構築

都心地域周辺部交通の
再構築

郊外部交通の再構築

施策の方針
○具体的施策

1） バリアフリーな交通環境の整備
①公共交通のバリアフリー

2） 交通不便地域への対応
②交通弱者の移動手段確保

3） 安全な交通環境の形成
③交通安全教育の実施

4） 市民・企業への環境行動啓発
④ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実践、広報・啓発活動

5） 公共交通への転換促進
⑤ﾊﾟｰｸ&ﾗｲﾄﾞ駐車場の整備
⑥ﾊﾟｰｸ&ﾊﾞｽﾗｲﾄﾞ駐車場の整備
⑦ｻｲｸﾙ&ﾗｲﾄﾞ駐輪場の整備
⑧ｻｲｸﾙ&ﾊﾞｽﾗｲﾄﾞ駐輪場の整備

6） 道路走行環境の向上
⑨道路走行空間の再編と計画道路の整備

7） 自動車利用の抑制・規制
⑩駐車場の料金対策

⑪都心地域及び都心地域周辺部への自動車
流入規制

8） 公共交通の利便性向上
⑫鉄道新駅の設置
⑬新交通システムの導入
⑭交通結節拠点の整備
⑮バスレーンの整備
⑯バス利用のサービス向上
⑰IruCaカードの利用の拡大
⑱利便性の高い情報の提供
⑲鉄道、バスの乗り継ぎの円滑化
⑳バス路線の再編

㉑航路・空路の活性化

9） 中心市街地での回遊性の向上
㉒都心地域内の循環バスの導入
㉓ﾚﾝﾀｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ、駐輪場施設の増強

㉔自転車ﾈｯﾄﾜｰｸの整備と連携利用促進

具体的施策は
複数の施策の方針に
またがる体系となる。



６ 改定点（施策の体系表）

①
公
共
交
通
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

②
公
共
交
通
と
福
祉
の
視
点
に
基
づ
く
移
動
手
段
確
保

③
交
通
安
全
教
育
の
実
施

④
モ
ビ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
、
広
報
・啓
発
活
動

⑤
パ
ー
ク
＆
ラ
イ
ド
駐
車
場
の
整
備

⑥
パ
ー
ク
＆
バ
ス
ラ
イ
ド
駐
車
場
の
整
備

⑦
サ
イ
ク
ル
＆
ラ
イ
ド
駐
輪
場
の
整
備

⑧
サ
イ
ク
ル
＆
バ
ス
ラ
イ
ド
駐
輪
場
の
整
備

⑨
ま
ち
づ
く
り
と
一
体
と
な
っ
た
道
路
空
間
再
編
と
都
市
計
画
道
路
の
整
備

⑩
駐
車
場
の
料
金
対
策

⑪
都
心
地
域
及
び
都
心
地
域
周
辺
部
へ
の
自
動
車
流
入
規
制

⑫
鉄
道
新
駅
の
設
置

⑬
需
要
に
応
じ
た
新
交
通
シ
ス
テ
ム
（LR

T

等
）の
導
入

⑭
交
通
結
節
拠
点
の
整
備
・再
整
備

⑮
バ
ス
レ
ー
ン
の
整
備

⑯
バ
ス
利
用
の
サ
ー
ビ
ス
向
上

⑰IruC
a

カ
ー
ド
の
利
用
の
拡
大

⑱
利
便
性
が
高
く
、
わ
か
り
や
す
い
情
報
の
提
供

⑲
鉄
道
、
バ
ス
な
ど
公
共
交
通
相
互
の
乗
り
継
ぎ
の
円
滑
化

⑳
鉄
道
と
バ
ス
等
に
よ
る
一
体
的
な
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

㉑
航
路
・空
路
の
活
性
化

㉒
都
心
地
域
内
の
循
環
バ
ス
の
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
の
向
上

㉓
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
ポ
ー
ト
、
駐
輪
場
施
設
の
増
強

㉔
自
転
車
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
と
連
携
利
用
促
進

1） 公共交通網の再編
～鉄道を基軸、バスをフィーダーとする路線網に再編～

● ● ● ● ● ● ● ●

2）公共交通の利便性向上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

3）交通不便地域への対応 ○ ●

4）公共交通への転換促進 ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5）市民・企業への環境行動啓発 ● ○

6）バリアフリーな交通環境の整備 ○ ●

7）自動車利用の抑制 ● ○ ○

8）道路走行環境の向上 ○

9）安全な交通環境の形成 ○ ●

10）中心市街地での回遊性の向上 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○

11）周遊観光の拡大 ● ● ● ● ● ● ●

施策の方針

具体的施策

凡例
○：改定前から記載
●：改定後追加
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６ 改定点（施策の体系図）

中心市街地を対象とする施策

㉒ 都心地域内の循環バスのサービスレベルの向上

㉓ レンタサイクルポート、駐輪場施設の増強

㉔ 自転車ネットワークの整備と連携利用促進

㉑航路・空路の活性化

⑭交通結節拠点の
整備・再整備

⑭交通結節拠点の
整備・再整備

⑬需要に応じた
新交通システム（LRT等）の導入

⑦サイクル＆ライド駐輪場の整備

⑤パーク＆ライド
駐車場の整備

⑤パーク＆ライド
駐車場の整備

⑦サイクル＆ライド
駐輪場の整備

⑥パーク＆バスライド
駐車場の整備

⑦サイクル＆ライド
駐輪場の整備

⑤パーク＆ライド
駐車場の整備

⑥パーク＆バスライド
駐車場の整備

⑭交通結節拠点
の整備・再整備

⑤パーク＆ライド
駐車場の整備

②都市経営と福祉の
視点に基づく移動手段確保

⑭交通結節拠点の
整備・再整備

②都市経営と福祉の
視点に基づく移動手段確保

⑦サイクル＆ライド
駐輪場の整備

⑫鉄道新駅の設置

②都市経営と福祉の
視点に基づく移動手段確保
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②都市経営と福祉の
視点に基づく移動手段確保

改定後改定前

全域（または広範囲）を対象とする施策

① 公共交通のバリアフリー
② 公共交通と福祉の視点に基づく移動手段確保
③ 交通安全教育の実施
④ モビリティマネジメントの実践、広報・啓発活動

⑨
まちづくりと一体となった道路空間再編と都市計画道路
の整備

⑪ 都心地域及び都心地域周辺部への自動車流入規制

⑫ 鉄道新駅の設置
⑯ バス利用のサービス向上
⑰ IruCaカードの利用の拡大
⑱ 利便性が高く、わかりやすい情報の提供
⑲ 鉄道、バスなど公共交通相互の乗り継ぎの円滑化

⑳
鉄道とバス等による一体的な公共交通ネットワークの
形成

②都市経営と福祉の
視点に基づく移動手段確保

㉑航路・空路の活性化


